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一
般
質
問

意
見
書

質 問一 般
大野トンネル付近

肱
ひじたに

谷バイパスの
早期着工を

早期実現に向け要望を続ける

園部以北の利便性向上を（JR胡麻駅）

ＪＲ園部以北の
対策を

引き続き要望する

丹政クラブ
仲村　　学 議員

丹政クラブ
末武　 徹議員

市長 市長

館
の
工
事
に
か
か
る
予
定
で

あ
る
。

　
　
府
道
綾
部
・
宮
島
線
の

大
野
ト
ン
ネ
ル
付
近
は
、
山

側
に
急
峻
な
岩
山
が
切
り
立

ち
、
落
石
の
可
能
性
も
大
き

く
危
険
な
区
間
で
あ
る
。
平

成
16
年
の
台
風
で
は
、
山
か

ら
大
き
な
岩
が
崩
れ
落
ち
、

長
期
間
、
通
行
不
能
と
な
り
、

住
民
生
活
に
大
き
な
支
障
を

き
た
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
21
年
8
月
に
、
こ
の
区

間
の
抜
本
的
改
良
を
と
の
願

い
か
ら
美
山
町
地
域
あ
げ
て

こ
の
区
間
の
改
良
を
促
進
す

る
た
め
「
肱
谷
バ
イ
パ
ス
開

通
促
進
協
議
会
」
が
設
立
さ

れ
、
早
期
着
工
に
む
け
て
の

問

運
動
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
今
後
、
市
長
に
こ
の
運
動

の
先
頭
に
立
っ
て
も
ら
い
た

い
と
考
え
る
が
、
市
長
の
所

見
を
伺
う
。

　
　
　

こ
の
区
間
の
危
険
性

に
つ
い
て
は
、
十
分
認
識
し

て
い
る
。
府
で
は
、
企
画
調

査
を
重
ね
ら
れ
、
肱
谷
バ
イ

パ
ス
整
備
計
画
を
立
て
ら
れ

た
。
風
景
街
道
「
美
山
か
や

ぶ
き
ゆ
ら
り
街
道
」
の
認
定

は
、
こ
の
区
間
の
改
良
促
進

に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
早
期
実
現
化
に
む
け
、

要
望
を
続
け
て
い
く
。

市
長

学
校
等
の
耐
震
化
の

進
捗
状
況
は

　
　
幼
稚
園
及
び
小
中
学
校

の
耐
震
補
強
工
事
に
つ
い
て

は
、
平
成
21
年
度
当
初
予
算

並
び
に
9
月
補
正
予
算
で
財

源
が
確
保
さ
れ
、
順
次
、
工

事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

　
　
　
　

危
険
性
の
高
い
施

設
か
ら
補
強
工
事
を
行
う
こ

と
に
し
て
い
る
。
既
に
、
八

木
幼
稚
園
園
舎
、
園
部
小
体

育
館
、
神
吉
小
体
育
館
、
殿

田
中
体
育
館
の
工
事
が
完
了

し
た
。
今
後
、
八
木
小
校
舎
、

殿
田
中
校
舎
、
美
山
中
体
育

問教
育
長

　
　
J
R
京
都
・
園
部
間
の

複
線
供
用
開
始
に
併
せ
園
部

以
北
の
列
車
増
便
、
乗
り
継

ぎ
時
間
の
短
縮
な
ど
利
便
性

向
上
を
求
め
る
。
ま
た
台
風

18
号
の
影
響
で
園
部
以
北
は

運
転
を
見
合
し
、
利
用
者
に

多
大
な
影
響
が
出
た
。
園
部

駅
ま
で
市
営
バ
ス
等
で
の
振

替
輸
送
が
で
き
な
い
か
。

　
　
　

平
成
21
年
3
月
に
本

市
と
し
て
、
ま
た
5
月
と
9

月
に
は
山
陰
本
線
京
都
中
部

複
線
化
促
進
協
議
会
で
J
R

に
要
望
し
た
。
内
容
は
基
本

と
な
る
複
線
化
の
実
現
と
電

車
増
発
と
乗
り
継
ぎ
時
の
待

問市
長

ち
時
間
等
々
で
あ
る
。

　

振
替
輸
送
は
J
R
の
対
応

で
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
路
運
送
法
第
4
条
許
可
に

あ
る
事
業
者
で
は
な
い
市
営

バ
ス
は
災
害
で
緊
急
を
要
す

る
と
き
を
除
き
運
行
許
可
が

で
き
な
い
。

　
　
地
上
デ
ジ
タ
ル
化
移
行

後
「
テ
レ
ビ
大
阪
」
が
映
ら

な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
高
画
質
等
の
よ
り
充

実
し
た
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
な

い
か
。

　
　
　

地
域
免
許
制
度
、
著

作
権
な
ど
の
問
題
が
あ
る
が

テ
レ
ビ
大
阪
の
再
送
信
に
努

問市
長

力
す
る
。
市
と
し
て
何
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
協

議
し
実
施
し
て
い
く
。

　
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

で
学
級
閉
鎖
が
相
次
い
で
い

る
。
よ
り
毒
性
の
強
い
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
も
懸
念
さ

れ
る
。
ウ
イ
ル
ス
対
応
型
空

気
清
浄
機
を
設
置
す
る
自
治

体
が
増
え
て
い
る
。
教
育
施

設
へ
設
置
を
求
め
る
。

　
　
　

空
気
清
浄
機
の
設
置

等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
を
活

用
し
な
が
ら
考
え
る
。

　
　
　
　

保
育
所
等
感
染
症

対
策
緊
急
整
備
事
業
で
保
育

所
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

問市
長
市
長

教
育
長

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
設
置

の
見
込
み
が
あ
る
。
学
校
関

係
に
は
制
度
が
な
い
。
国
・

府
の
動
向
を
見
な
が
ら
対
応

す
る
。

議員提案され、賛成多数（反対3）で意見書を可決し、
関係各大臣へ送付しました。

「子育て応援特別手当」の
執行停止に対する意見書（全文）

　政府は、「子育て応援特別手当」に関し、その趣旨を活かしつつ、
より充実した新しい「子ども手当」の創設など、子育て支援策を強力
に推進するためを理由に執行停止を決定した。
「子育て応援特別手当」は、経済危機対策の一環として、現下の厳し
い経済情勢を踏まえ、幼児教育期の負担に配慮する観点から制度化さ
れたものであり、早期の支給を心待ちにしていた子育て世帯の期待を
大きく踏みにじるものである。
　既に本市では、9月議会定例会において事業費予算を可決し、支給に
必要な事務費の執行を含め、事業実施に向けて着実に準備を進めてい
たところである。
　こうした地方の実情や意見を聞くことなく、一方的に執行を停止し
たことは、住民や自治体の現場に大きな混乱を与え、国と地方の信頼
関係を大きく損なうものである。
　今後、国におかれては断固として、このような事が起こらないよう
強く要請する。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　平成21年12月16日

　衆議院議長　　　　
　参議院議長　　　　
　内閣総理大臣　    各宛
　総務大臣　　　　　
　厚生労働大臣　　　
　　　　　　　　　　　　　　　京都府南丹市議会議長　吉田　繁治
　　　

議員提案され、賛成多数（反対3）で意見書を可決し、
関係各大臣へ送付しました。

医療保険制度の改善を求める意見書（全文）

　国民健康保険制度は、国民皆保険制度の根幹として、地域住民の健
康保持増進に重要な役割を果たしている。しかし、地方自治体におけ
る国民健康保険財政は、加入者の高齢化に伴う医療費の増加、低所得
者や無所得者層を多く抱える構造的な要因により、大幅な収支不足が
発生し、一般会計からの多額な繰入金への依存や、保険料率の改定に
よる被保険者の負担増などが余儀なくされている。
　今後も、生活習慣病等を初めとする疾病構造の変化、少子高齢化の
進展、長引く経済不況等の社会情勢により、国民健康保険事業を取り
巻く財政運営は非常に厳しい状況である。
　又、社会保険と国民健康保険の保険料格差もある中で、保険料負担
の公平性と保険財源の確保や医療費適正化に向けての新たな取り組み
が求められている。
　ついては、本市議会において、国を保険者とし、すべての国民を対
象とする医療保険制度の一本化を早急に実現するよう要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

　平成21年12月16日

　衆議院議長　　　　
　参議院議長　　　　
　内閣総理大臣　    各宛
　総務大臣　　　　　
　厚生労働大臣　　　
　　　　　　　　　　　　　　　京都府南丹市議会議長　吉田　繁治
　

他
３
名

　
委
員
会
審
査
の
結
果
、
賛

成
少
数
で
不
採
択
と
な
り
、

本
会
議
で
も
賛
成
少
数
で
不

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

《
低
米
価
に
補
填
制
度
の
設
置

と
、
中
山
間
地
直
接
支
払
制

度
復
活
を
求
め
る
請
願
書
》

請
願
者

　

園
部
町
農
民
組
合
長

　

野
村　
　

健

　

他
３
名

　
委
員
会
審
査
の
結
果
、
賛

成
少
数
で
不
採
択
と
な
り
、

本
会
議
で
も
賛
成
少
数
で
不

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
21
年
12
月

  

陳
情
書
の
受
理

《
改
正
賃
金
法
の
早
期
完
全
施

行
等
を
求
め
る
陳
情
書
》

提
出
者

　

京
都
司
法
書
士
会

会
長　

中
川　
　

馨

　
　
　
　

他
１
名

　
要
望
書
の
受
理

《
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金

制
度
の
交
付
期
間
延
長
等
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
要
望
書
》

提
出
者

　

ダ
ム
・
発
電
関
係
市
町
村

　

全
国
協
議
会

会
長　

辻　
　

一
幸

議員提案され、賛成全員で意見書を可決し、
関係各大臣へ送付しました。

電源立地地域対策交付金制度の
交付期間延長等を求める意見書（全文）

　電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺地域交付金相当部分
（水力交付金）は、水力発電ダムに関わる発電用施設周辺地域住民の福
祉の向上と電源立地の円滑化に資することを目的に創設されたものであ
り、関係市町村では、この水力交付金を活用し、防火水槽を活用し、防
火水槽や防災無線等の公共施設の整備、診療所や保育園の運営費等への
充当による住民生活の利便性向上を図っているところである。
　しかしながら、現在の制度では、交付対象市町村の多くが、まもなく
最長交付期間の30年を迎えることとなるが、その場合、水力発電施設の
円滑な運転継続や新規の電源立地に支障を生ずることが危惧される。
　豊富な水資源に恵まれた我が国において、水力発電は、原子力発電や
火力発電に比べ、環境への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとし
て、これまで電力の安定供給に大きく寄与してきたが、その背景には水
力発電施設の建設に協力してきた関係市町村の貢献があることを十分認
識すべきである。
　よって、国におかれては、平成22年度末をもって多くの関係市町村で
交付期限を迎える水力交付金について、過去30年間にわたる交付実績
や、今後とも安定的な水力発電を維持する必要性があること等を考慮の
上、平成23年度以降は恒久的な制度とすること、及び原子力発電交付金
との格差を踏まえた交付金の最高限度額及び最低保証額の引き上げなど
交付条件の改善や事務手続きの簡素化を図られることを要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成21年12月16日

　経済産業大臣　副大臣　政務官
　財務大臣　副大臣　政務官　　　　　各宛
　総務大臣　副大臣　政務官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　京都府南丹市議会議長　吉田　繁治
　
平
成
21
年
12
月

  

請
願
書
の
取
り
扱
い

《
Ｊ
Ｒ
八
木
駅
舎
全
面
改
築
に

関
す
る
請
願
書
》

請
願
者

　

八
木
町
南
地
区
自
治
会
長

　
　
　
　
　
　

益
田　

莞
爾

他
八
木
町
５
地
区
区
長
会
長
。

　
委
員
会
審
査
の
結
果
、
採

択
と
な
り
、
本
会
議
で
も
全

会
一
致
で
採
択
し
ま
し
た
。

《
日
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
推
進
に
反
対

す
る
請
願
書
》

請
願
者

　

園
部
町
農
民
組
合
長

野
村　
　

健

可決された意見書


